
公 告

（平成３０年度苫田ダム下流公園環境整備委託について）

次のとおり公告します。

平成３０年４月２３日

分任支出負担行為担当官

中国地方整備局

苫田ダム管理所長 川本 洋次郎

１．公告の概要等

（１）公告の目的

河川法第９９条に基づき、苫田ダム管理所が管理する苫田ダム下流公園（直下流右岸）に

おける除草の委託に関し、実施団体を定めることを目的とする。

（２）委託区間

本委託区間は、苫田ダム下流公園（直下流右岸）であり、要件を満たす全ての団体と契約

締結するものとする。

（３）委託期間

契約締結の日の翌日 ～ 平成３０年１２月１０日

（４）本委託を契約する団体については、２．に示す参加資格要件を有することを証明する書類

をもって審査し選定する。

その後、苫田ダム管理所において委託契約に関する協議成立後、契約締結する。

（５）参加要件を満たす団体が複数ある場合については、委託内容を区分するものとする。

２．参加資格要件

次に掲げる要件を満たしているものとする。

（１）河川協力団体、一般社団法人又は一般財団法人であること。

（２）一般社団法人、一般財団法人については、河川法第９９条第１項に規定する事項を適正か

つ確実に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。

（３）河川（ダム含む）における清掃若しくは除草等に関する活動実績（平成２５年度～平成２

９年度までの実績（過去５年））及び活動実施体制があること。

３．本委託契約に関する手続等

（１）担当部局

〒７０８－０４３３ 岡山県苫田郡鏡野町久田下原１５９２－４

（電話 ０８６８－５２－２１５１）



国土交通省中国地方整備局 苫田ダム管理所

担当 ： 総務係 総務係長

（２）技術資料等説明書の交付期間、場所及び方法

① 交付期間 ：平成３０年４月２３日（月）から平成３０年５月９日（水）までの土曜

日、日曜日及び祝日を除く毎日、８時３０分から１７時１５分まで。

② 交付場所 ：〒７０８－０４３３ 岡山県苫田郡鏡野町久田下原１５９２－４

国土交通省中国地方整備局 苫田ダム管理所 ２階 事務室内

② 交付方法 ：手渡しにより交付する。

（３）委託締結にかかる参加資格確認のための申請書等の提出期間、場所及び方法

① 提出期間 ：平成３０年４月２４日（火）から平成３０年５月９日（水）までの土曜日、

日曜日及び祝日を除く毎日、８時３０分から１７時１５分まで。

② 提出場所 ：上記３．（２）②に同じ

③ 提出方法 ：持参又は郵送等（郵送は書留郵便に限る。託送は書留郵便と同等のものに限

る。提出期間内に必着。）により提出する。

４．その他

（１）技術資料の作成要領、委託契約締結団体の評価及び決定方法等の詳細については、「技術資

料等説明書」による。



技術資料等説明書

国土交通省中国地方整備局苫田ダム管理所管内の吉井川水系吉井川右岸の河川敷（直下流右

岸）における平成３０年度苫田ダム下流公園環境整備の委託契約については、関係法令に定め

るもののほか、この技術資料等説明書によるものとする。

１．公告日 平成３０年４月２３日

２．公告者 分任支出負担行為担当官 中国地方整備局 苫田ダム管理所長 川本 洋次郎

岡山県苫田郡鏡野町久田下原１５９２－４

３．公告の概要等

（１）公告の目的

河川法第９９条に基づき、苫田ダム管理所が管理する吉井川水系吉井川右岸の下流公園（直

下流右岸）における公園環境整備の委託に関し、実施団体を定めることを目的とする。

（２）委託区間

本委託区間は、吉井川水系吉井川苫田ダム下流公園（直下流右岸）であり、要件を満たす

全ての団体と契約締結するものとする。

（３）委託期間

契約締結の日の翌日 ～ 平成３０年１２月１０日

（４）概算予算額

本委託に係る参考業務規模は、以下のように想定している。

２０万円程度（仕様書は別添－１、数量総括表は別添－２のとおり）

（５）本委託を契約する団体については、４．に示す参加資格要件を有することを証明する資料

をもって審査し選定する。

その後、苫田ダム管理所において委託契約に関する協議成立後、契約締結する。

（６）参加要件を満たす団体が複数ある場合については、委託内容を区分するものとする。

４．参加資格要件

次に掲げる要件を満たしているものとする。

（１）河川協力団体、一般社団法人又は一般財団法人であること。

（２）一般社団法人又は一般財団法人については、河川法第９９条第１項に規定する事項を適正

かつ確実に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。

（３）河川（ダム含む）における清掃若しくは除草に関する活動実績（平成２５年度～平成２９

年度までの実績（過去５年））及び活動実施体制があること。

５．参加資格の確認等

（１）本委託の参加希望者は、４．に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲



げる資料を提出し、参加資格の有無について確認を受けなければならない。

なお、期限までに申請書を提出しない者並びに参加資格がないと認められた者は、本委託

契約に参加することができない。

① 提出資料 ：

１）申請書

２）一般社団法人、一般財団法人については、河川法第９９条第１項に規定する事項を適正

かつ確実に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであることを証明す

る書類。（河川協力団体指定準則（国水環第６９号 平成２５年１０月１５日）第４一、

四、五、七に定める書類）

３）河川協力団体については、河川協力団体指定証（写）

② 提出期間 ：平成３０年４月２３日（月）から平成３０年５月９日（水）までの土曜日、

日曜日及び祝日を除く毎日、８時３０分から１７時００分まで。

③ 提出場所 ： 〒７０８－０４３３ 岡山県苫田郡鏡野町久田下原１５９２－４

電話 ０８６８－５２－２１５１

国土交通省中国地方整備局 苫田ダム管理所 総務係

担当 ： 総務係 総務係長

④ 提出方法 ：持参又は郵送等（郵送は書留郵便に限る。託送は書留郵便と同等のものに

限る。提出期間内に必着。）により提出する。

（２）申請書の評価

１）申請書の評価項目等は、以下のとおりである。

・各項目について採点を行い、その合計が６０点以上の場合に審査基準を満たすものとす

る。

・各項目のいずれかで０点となった場合には、審査基準を満たさないものとする。

・ヒアリングを行った場合は、ヒアリングの内容も踏まえ審査を行うものとする。

・配点は以下のとおりとする。

・特定されたものに対して書面（特定通知書）により通知する。

項 目 確 認 内 容 配 点

一 継続性 近年おおむね５年間にわたり、河川管理に資する非営利活動を継続的に行っていること。

活 （配点 ３５点）

動 活動実績 ①河川（ダム含む）における清掃若しくは除草を実行できる実績である ２０点

実 か。

績 継 続 性 ②過去から継続した実績であるか。 １５点

二 公共性 一の非営利活動が、河川管理者から後援された活動、河川管理者と共同で実施した活動その

他の河川管理者との協力関係が認められる活動であること。 （配点 １５点）

公 共 性 ③活動実績に公共性が認められる。 １５点

活 三 実効性 過去の活動実績を踏まえ、活動実施計画の実効性が認められること。

動 （配点５０点）

実 ①過去の実施体制等を勘案し、活動実施計画の適正かつ円滑な実施に必 ２５点

施 要な体制が確保されている。

体 ②過去の活動実績等を勘案し、活動実施計画に妥当性がある。 ２５点

制



６．申請書、技術資料の作成要領及び留意事項（必須）

記載事項 内容に関する留意事項

１）申請書［様式－１］ 様式は［様式－１］とし、必ず団体の代表者印を押印すること。

２）河川協力団体指定準 様式は［様式－２］とする。

則（国水環第６９号 ※河川協力団体については提出不要

平成２５年１０月１

５日）第４一、四～

七に定める書類

［様式－２］

３）河川協力団体の 指定証（写）

指定証 ※一般社団法人、一般財団法人については提出不要。

７．面接（ヒアリング）について

① 日 時 ： 平成３０年５月１４（月）から平成３０年５月１６日（水）までの間を予定し

ている。

② 場 所 ： 国土交通省中国地方整備局 苫田ダム管理所 会議室

③ ヒアリング内容 ：河川（ダム含む）における清掃若しくは除草の実績や、これまでに実

施した河川管理に関する活動実績に関すること。また、活動計画での

実現性。

④ ヒアリング参加人数 ： ３名までとする。

⑤ その他 ： ヒアリング日時、場所については後日改めて通知する。

※なお、河川協力団体については、ヒアリングを行わない。

８．本委託締結に関する手続等

（１）担当部局は、上記５．（１）③に同じ。

（２）技術資料等説明書の交付期間、場所及び方法

① 交付期間 ：平成３０年４月２３日（月）から平成３０年５月９日（水）までの 土曜日、

日曜日及び祝日を除く毎日、８時３０分から１７時００分まで。

② 交付場所 ：〒７０８－０４３３ 岡山県苫田郡鏡野町久田下原１５９２－４

国土交通省中国地方整備局 苫田ダム管理所 総務係

③ 交付方法 ：手渡しにより交付する。

（３）委託締結にかかる参加資格確認のための申請書等資料の提出期間、場所及び方法

① 提出期間 ：平成３０年４月２４日（火）から平成３０年５月９日（水）までの土曜日、

日曜日及び祝日を除く毎日、８時３０分から１７時００分まで。

② 提出場所 ：上記５．（１）③に同じ

③ 提出方法 ：持参又は郵送等（郵送は書留郵便に限る。託送は書留郵便と同等のものに限

る。提出期間内に必着。）により提出する。

９．技術資料等説明書に対する質問

（１）この技術資料等説明書に対する質問がある場合においては、次により提出すること。

① 提出期間 ：平成３０年４月２４日（火）から平成３０年５月９日（水）までの土曜日、



日曜日及び祝日を除く毎日、８時３０分から１７時００分まで。

② 提出場所 ：上記５．（１）③に同じ。

③ 提出方法 ：ＦＡＸ又は持参、郵送等（郵送は書留郵便に限る。）により提出する。

（注）：ＦＡＸで提出した場合は、ＦＡＸ送信後、苫田ダム管理所総務係へ電話で確

認すること。（ＦＡＸ ０８６８－５２－２１５１）

（２）（１）の質問に対する回答は、書面により平成３０年５月８日（火）までに行う。

１０．本委託締結者の決定及び通知

本協定の締結者については、技術資料の提出及び上記８．ヒアリングに基づき評価・決定

する。その結果は、平成３０年５月１８日（金）までにＦＡＸにて通知し、その後郵送にて

送付する。

１１．その他

（１）申請書及び技術資料等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。

（２）当職は、提出された申請書及び資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用し

ない。

（３）提出された申請書及び技術資料等は、返却しない。

（４）提出期間以降における申請書又は資料の差し替え及び再提出は認めない。



様式－１

申 請 書

１．委託名 ： 平成３０年度苫田ダム下流公園環境整備委託

２．提出日

・平成 年 月 日

３．法人等名

・法人等名 ：

・代表者名 ：

４．活動実績

（１）活動実績及び継続性（活動内容及び活動期間）

・以下に河川（ダム含む）における清掃若しくは除草等に関する具体的な活動実績を記載し

てください（複数ある場合は複数可、ただし、活動内容ごとにおける活動期間を審査する）。

・河川（ダム含む）における清掃若しくは除草等に関する活動実績は、平成２５年度～平成

２９年度までの実績（過去５年）としてください。

・「 」内に、おおよその活動開始時期を記載してください。

・また、活動期間中の毎年の活動がわかる資料（写し）を添付してください。（例：河川管

理者等が発行するパンフレット、参加認定証、当該法人等が作成している活動実績報告書

等）。

河川（ダム含む）における清掃若しくは除草等に関する実績について

「平成/昭和 年 月から提出日まで」

（２）公共性（活動実績）

・「河川（ダム含む）における清掃若しくは除草等に関する実績」について次のいずれかに○

印を付して、（ ）内に具体的な内容を記載してください（複数ある場合は複数可）。

・また、その実績が分かる資料（写し）を添付してください。（例：河川（ダム含む）におけ

る清掃若しくは除草等に共催・後援・委員等協力者として参加していることが分かる資料

（協議書、申請書、委嘱状、表彰状等））。

① 当該実績が、河川管理者が行う活動との共催又は後援となっている等、公式の協力関係が

複数回ある。

（ ）

② 当該実績に河川管理者との共同の企画あるいは活動が複数回ある。

（ ）



③ 当該実績に関して、河川管理者から協力に関する表彰実績がある。

（ ）

④ 上記①②③に準じた河川管理者が認めるような活動実績がある。

（ ）

５．当該委託に関する活動実施計画

（１）実効性（実施体制、実施計画）

①実施時期、スケジュール

※おおよその活動時期を文章又は表形式により記載願います。

②実施内容と配置人員

※具体的な実施内容と配置人員を記載願います。

※活動内容のイメージが分かる図・写真等があれば貼付願います。

以上。



様式－２

平成 年 月 日

（申請先）

分任支出負担行為担当官

中国地方整備局

苫田ダム管理所長 川本 洋次郎 殿

（申請者）

住所または事務所の所在地

法人等の名称

代表者氏名 ㊞

平成３０年４月２３日付けで公告のありました「平成３０年度苫田ダム下流公園環境整備

委託」について、関係書類を添えて申請します。

添付書類

１ 法人等の規約その他これに準ずるもの並びに会員名簿その他法人等の構成員の数が

記載されているもの

２ 法人等の監査報告書又は収支計算書

３ 法人等の納税証明書（課税対象団体である場合に限る）

４ その他河川管理者が必要と認める書類



別添－１ 

平成３０年度苫田ダム下流公園環境整備委託 仕様書 

 

第１条 適用 

     本仕様書は、「平成３０年度苫田ダム下流公園環境整備委託」に適用する。 

 

第２条 履行期限 

     本業務の履行期限は、契約締結の日の翌日から平成３０年１２月１０日までと 

する。 

 

第３条 業務目的 

        本業務は、吉井川水系吉井川左岸の苫田ダム下流公園（直下流右岸）における

除草作業を行うものとする。 

   

第４条 管理責任者 

業務を実施するにあたり、業務全体を管理する管理責任者を１名おくこと。 

                     

第５条 作業内容 

１．公園環境整備 

  １）除草作業 

    苫田ダム下流公園において公園内の管理を目的とした、年２回の除草作

業を行う。除草範囲は別図－１に示す区域とする。 

  

     ２.報告書作成 

        一連の作業について報告書を作成する。 

                                                                          

第６条 成果物の提出 

     本業務の成果品は下記のとおりとする。                                   

      業務報告書 １式 

 

第７条 再委託の禁止 

     １ 受託者は、業務の全部を一括して、又は主たる部分を第三者に委任し、又

      は請け負わせてはならない。 

     ２ 受託者が業務の一部（「主たる部分」を除く）を第三者に委任し、又は請

      負わせようとするとき（以下「再委託」という）は、実施計画書（別紙１）

      を提出する際、契約担当官等に再委託（変更等）承諾申請書（別紙２）及び

      履行体制に関する書面（別紙３）を提出し、契約担当官等の承諾を得なけれ

      ばならないものとする。 

       また、変更する場合においても速やかに変更申請を行い、承諾を受けるも

      のとする。 

     ３ 「主たる部分」とは、その業務における総合的企画、業務遂行管理、手法の 

決定及び技術的判断等を必要とするものの他、計画・立案及び報告書とりま

とめとする。 

     ４  受託者は、コピー、ワープロ、印刷、製本、トレース、資料整理、計算処

      理、模型製作、翻訳、参考書籍・文献購入、消耗品購入、会場借上等などの

      軽微な業務の再委託に当たっては、発注者の承諾を必要としない。 



     ５ 変更等予定金額が当初契約時に承諾を与えた金額の１０分の２以下である

      場合は、軽微な変更として発注者の承諾を必要としない。複数回の変更にお

      いては、その変更等予定金額の累計が、当初契約時に承諾を得た金額の１０

      分の２を超える場合は、変更申請を行うものとする。 

     ６ 再委託等の承諾を行った際は、必要に応じて当該部分（再委託）に該当す

      る経費についての領収書、明細書等の写しの提出を求める場合がある。 

 

第８条 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について 

      １ 本契約において、暴力団員等による不当介入を受けた場合は、断固として

これを拒否すること。 

           また、不当介入を受けた時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査

上必要な協力を行うこと。下請負人等が不当介入を受けたことを認知した場

合も同様とする。 

       ２ １により警察に通報又は捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにそ

の内容を記載した書面により発注者に報告すること。 

       ３ １及び２行為を怠ったことが確認された場合は、指名停止等の措置を講じ

ることがあること。 

       ４ 本契約において、暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅 

れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。 

 

第９条 その他 

     業務実施にあたって、疑義等が生じた場合は速やかに担当職員と協議すること。 

 

 



別添－２平成３０年度苫田ダム下流公園環境整備委託　　　数 量 総 括 表

備　　　　考項 目 規 格 単位 数 量

直接作業費 式 1

報告書作成 式 1

㎡ 900人力除草（集草含む）

諸経費 式 1

消費税相当額 式 1

作業価格 式 1

作業費計 式 1

除草 式 1

ハンドガイド除草（集草含む） ㎡ 8,200



＜別紙１＞

実 施 計 画 書

平成 年 月 日

（受託の名称）

（単位:千円）

受 託 の 内 容 実施期間 経 費 積 算 内 訳 成 果 物 摘 要

○○にかかる作業 直接人件費

謝金

旅費

諸経費

再委託費 別紙承諾申請

書、履行体制

に関する書面

の通り

（備 考） １．用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４縦とする。

２. 必要に応じ適宜項を加除して使用すること。

３．受託の内容は、調査項目毎に区分すること。

４．経費積算内訳は、直接人件費、謝金、旅費、再委託費及び諸経費に区分し、

計上すること。

なお、区分等は必要に応じ適宜加除して計上すること。

５．変更にあっては、変更後の部分を上段に（ ）書きすること。

６．作業委託の処理を第三者に委託する必要があるときは、別紙２「再委託（変更

等）承諾申請書」、別紙３「履行体制に関する書面」を添付すること。



＜別紙２＞

再委託（変更等）承諾申請書

平成 年 月 日

分任支出負担行為担当官

中国地方整備局

苫田ダム管理所長 川本 洋次郎 殿

受託者 住 所

氏 名 印

平成 年 月 日付けの「 契約」

（契約金額 □□□□円、税込み）に関して、下記の通り申請するので、手続き

方お願いします。

記

１．再委託の（変更等）承諾を申請する作業及びその範囲（具体的に記載すること）

２．再委託の（変更等）承諾を申請する必要性（具体的に記載すること）

３．再委託の（変更等）承諾を申請する作業の契約（予定）金額（総計）

４．再委託の（変更等）承諾を申請する作業の契約金額の根拠

・作業の再委託に際し、当該作業の履行（予定）者から、入札書・見積書を徴収

した結果（この場合、その「写し」を添付）

・継続的な履行関係が存在する（この場合、その証明書（契約書、協定書）の

「写し」を添付）

・その他（ ）

５．その他特記事項

平成 年 月 日

受託者氏名 殿

申請のあった上記については、承諾したので、その旨通知する。なお、承諾内容等に変更

等を生じる場合は、あらかじめ協議すること。

また、当該承諾内容等の履行については、次のことを承諾の条件とする。

①受託者は、再委託の相手方に対し作業の適正な履行を求めること。

②受託者は、再委託作業に係る契約書、請求書、領収書などの書類を提出させた場合は、

適切に保管し、事後において履行の確認ができるように徹底すること。

③受託者は、委託者（分任支出負担行為担当官等）からの求めに応じ、②の書類の写しを

提出すること。

分任支出負担行為担当官

中国地方整備局苫田ダム管理所長 川本 洋次郎 印

（備 考）用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４縦とする。



＜別紙３＞

履 行 体 制 に 関 す る 書 面

平成 年 月 日

○当該履行体制に関する書面は、「平成 年度 契約書第 条」に基づい

て作成したものである。

（受託者）

住 所

氏 名

（再委託先１） （再々委託先１）

○○○有限会社 ○○○株式会社

（受託者） 住所、℡： 住所、℡：

××株式会社 代表者氏名： 代表者氏名：

担当作業範囲 △△に関する□ 担当作業範囲

若しくは内容 □地区基礎調査 若しくは内容

（再委託先２）

○○○株式会社（予定）

住所、℡：

代表者氏名：

担当作業範囲

若しくは内容

（再委託先３） （再々委託先２）

○○○合資会社 ○○○株式会社

住所、℡： 住所、℡：

代表者氏名： 代表者氏名：

担当作業範囲 担当作業範囲

若しくは内容 若しくは内容

（再委託先○）

…… ……

（備 考）本様式は、適宜加除して差し支えないものであるが、次の項目は必須事項

とする。

①再委託の相手方の住所

②氏名（若しくは代表者氏名）

③再委託を行う作業の範囲



平成30年度苫田ダム下流公園環境整備（除草区域） 別図－1


